
四 日 市 市 消 防 本 部 訓 令 第 ５ 号  

 四 日 市 市 救 急 業 務 実 施 規 程 の 一 部 を 改 正 す る 規 程 を 次 の よ う に 定 め る 。  

  平 成 ３ ０ 年 ８ 月 ３ １ 日  

四 日 市 市 消 防 長   坂 倉  啓 史  

 

   四 日 市 市 救 急 業 務 実 施 規 程 の 一 部 を 改 正 す る 規 程  

四 日 市 市 救 急 業 務 実 施 規 程 （ 昭 和 ５ ７ 年 四 日 市 市 消 防 本 部 訓 令 第 １ 号 ） の

一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。  

 

第１号様式を次のように改める。   



第１号様式（第１９条の２関係）第１号様式（第１９条の２関係）第１号様式（第１９条の２関係）第１号様式（第１９条の２関係）第１号様式（第１９条の２関係）  



附 則 

この規程は、平成３０年８月３１日から施行する。 

 （消防本部消防救急課） 


